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京都市都市再生特別措置法に基づく都市計画の決定等の提案に関する要綱 

 
（平成２７年３月６日決定 都市計画局長決定） 

   （令和４年９月２７日改正 都市計画局長決定） 
（令和５年７月１８日改正 都市計画局長決定） 

 
第１ 趣旨 
  この要綱は、都市再生特別措置法（以下「法」という。）第３７条の規定による都市

計画の決定又は変更をすることの提案（以下「計画提案」という。）及び法第３８条の

規定による都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの本市の判断に関するこ

とについて必要な事項を定めるものとする。 
 
第２ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
⑴ 土地所有者等 計画提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とす

る対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設置さ

れたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者 
⑵ 都市再生事業等 都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公

共公益施設の整備に関する事業（以下「関連公共公益施設整備事業」という。） 

⑶ 都市計画素案 計画提案に係る都市計画の素案 
  ⑷ 事業区域 都市再生事業等を施行する土地(水面を含む。)の区域 

 
第３ 提案要件 

１ 計画提案は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 
⑴ 都市計画の決定又は変更の提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）が、

都市再生事業等を行おうとする者であること。 

⑵ 都市再生事業にあっては、事業区域の面積が都市再生特別措置法施行令第７条第

２項に定める面積以上であること。 
⑶ 計画提案が、法第３７条第２項第１号から第３号に該当していること。 
⑷ 都市再生事業等が、環境影響評価法第２条第４項に規定する対象事業に該当する

場合は同法第２７条に、京都市環境影響評価等に関する条例第２条第１項第２号に

規定する事業に該当する場合は同条例第３４条第１項に、同条例第２条第１項第３

号に規定する事業に該当する場合は同条例第１５条第１項に規定する公告がそれぞ

れ行われていること。 

⑸ 都市再生事業等が、京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第６条
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に規定する開発事業に該当する場合は、同条例の手続が終了していること。 

⑹ 提案者が、第４第５項に定める通知を受けていること。 

２  法第３７条第２項第２号に規定されている「３分の２以上の同意」は、次の各号 

のいずれにも該当するものをいう。 
  ⑴ 土地所有者等の権利数については、土地の所有者と借地権を有する者すべてが権

利を有しており、土地所有者と借地権を有する者を加えた土地所有者等の総権利数

に対して、同意する土地所有者等の権利数が３分の２以上であること。ただし、共

有者又は共同借地権者で構成される土地の場合は、当該土地の所有割合又は借地割

合に応じて按分して算出し、割合が不明である場合は等分とする。 
  ⑵ 地積については、所有権ごとの土地の地積とその土地に関する借地権ごとの地積

を合計したものを総地積とし、算出された総地積に対して、同意した者が所有する

地積が３分の２以上であること。ただし、共有者又は共同借地権で構成される土地

の面積は、土地の所有割合又は借地割合に応じて按分して算出し、割合が不明であ

る場合は等分とする。 
 

第４ 事前協議 
１ 提案者は、事前協議書（様式１）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長と協議し

なければならない。 

⑴ 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示したもの） 
⑵ 事業区域内に建築する建築物等の配置図（縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、

敷地内における建築物等の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示し

たもの） 

⑶ 建築する建築物等の各階平面図 

⑷ 建築する建築物等の着色した立面図 

⑸ 建築する建築物等の断面図 

⑹ 建築する建築物等の屋根伏図 

⑺ 建築する建築物等の外構平面図 

⑻ カラー写真（敷地及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの） 

⑼ 着色した完成予想図 

⑽ 景観シミュレーション（敷地周辺の道路及びその他の視点場から見たもの） 

⑾ その他市長が必要と認める資料 

２ 市長は、市街地の美観及び都市の風致の維持その他都市景観の維持及び向上に関し

て、必要があると認めるときは、提案者に対し、指導及び助言をすることができる。 

３ 市長は、前項の規定に基づく指導及び助言を行う場合は、あらかじめ京都市美観風

致審議会景観専門小委員会の意見を聴くものとする。 

４ 提案者は、第２項の規定に基づく指導及び助言を計画提案に反映するよう努めなけ
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ればならない。 

５ 市長は、事前協議が終了したときは、その旨を提案者に通知する。 

 

第５ 計画提案 
１ 提案者は、都市計画提案書（様式２）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提

案するものとする。 
⑴ 都市計画素案 

ア 総括図（京都市の都市計画区域内の各都市計画（計画提案に係る都市計画を含

む。）を表示し、これら相互関係を明らかにした図面をいい、原則として縮尺２

５，０００分の１の地形図を使用したものとする。） 

イ 計画図（計画提案に係る都市計画の区域の範囲が明確に表示された図面をいい、

原則として縮尺２，５００分の１の地形図を使用したものとする。） 

ウ 計画書（都市計画の種類、位置、区域その他の都市計画の内容を表示したもの

をいう。） 

エ その他計画提案に関連する図書等（新旧対照図等） 

⑵ 都市再生事業等に関する計画書（都市再生特別措置法施行規則第７条第１項第１

号ロに定める様式第５又は同項第２号ロに定める様式第５－２） 
⑶ 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示したもの） 
⑷ 事業区域内に建築する建築物等の配置図（縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、

敷地内における建築物等の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示し

たもの） 

⑸ 建築する建築物等の各階平面図（縮尺、方位及び間取りを表示したもの） 
⑹ 建築する建築物等の各面の着色した立面図（縮尺を表示したもの） 

⑺ 建築する建築物等の二面以上の断面図（縮尺を表示したもの） 

⑻ 建築する建築物等の屋根伏図（縮尺を表示したもの） 

⑼ 建築する建築物等の外構平面図（縮尺を表示したもの） 

⑽ カラー写真（敷地及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの） 

⑾ 着色した完成予想図（建築物等及び周辺の状況を表示したもの） 

⑿ 景観シミュレーション（敷地周辺の道路及びその他の視点場から見たもの） 

⒀ 土地所有者等の同意状況一覧表（様式３） 
  ⒁ 事業区域内の土地の登記事項証明書（発行から３箇月以内のもの） 
  ⒂ 事業区域内の土地において、土地の上に、借地権者が登記されている建物を所有

するときは、その建物に関する登記事項証明書（発行から３箇月以内のもの） 
  ⒃ 計画提案に係る都市計画の区域を含む公図（隣接地の公図及び合成公図を含

む。） 

  ⒄ 仮換地指定図（土地区画整理事業施行中の区域に限る。） 
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  ⒅ 計画提案に対する土地所有者等の同意書（様式４） 
  ⒆ 事業区域内の土地所有者等の同意形成過程を記載した書類（協議録等） 
  ⒇ 環境影響評価法第２条第４項に規定する対象事業に該当する場合は同法第２７条

に、京都市環境影響評価等に関する条例第２条第１項第２号に規定する事業に該当

する場合は同条例第３４条第１項に、同条例第２条第１項第３号に規定する事業に

該当する場合は同条例第１５条第１項に規定する公告がそれぞれ行われていること

を証する書類 
  (21) 計画提案に係る関係機関との協議状況に関する資料 
  (22) 計画提案の周辺環境への影響に関する資料 
  (23) 周辺住民等への説明の経緯に関する資料（様式５） 
  (24) その他市長が必要と認める資料 
 
第６ 計画提案の取下げ 
  提案者は、計画提案の取下げを行う場合、都市計画決定等の提案取下書（様式６）を

市長に提出しなければならない。 
 
第７ 計画提案の審査 

１ 法第３８条の規定に基づき、都市計画素案の内容の全部又は一部を実現することと

なる都市計画（以下「計画提案を踏まえた都市計画」という。）の決定又は変更をす

る必要があるかどうかの判断を行うに当たって必要な事項について検討するため、京

都市都市再生特別措置法に基づく都市計画提案検討委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 
２ 委員会は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうか

を判断するに当たり、次の各号に掲げる事項について審査する。 
    ⑴ 都市計画法第１３条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合し

ていること。 

⑵ 京都市基本構想、京都市基本計画、各行政区基本計画及び京都市土地利用の調整

に係るまちづくりに関する条例施行規則第２条に掲げる本市のまちづくりの方針に

適合していること。 

⑶ 事業区域内の土地所有者等及び周辺住民との協議が整っていること。 
⑷ 周辺環境に配慮されていること。 
⑸ 都市計画運用指針に適合していること。 
⑹ その他必要と思われる事項 

３ 委員会の委員は、都市計画局都市企画部都市計画担当部長、同局都市景観部長、同

局建築指導部長及び建設局建設企画部技術企画担当部長とする。 
４ 委員会には委員長を置く。 
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５ 委員長は、都市計画局都市企画部都市計画担当部長をもって充てる。 
 ６ 委員長は、計画提案を踏まえた都市計画について検討するために必要と認めるとき

は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 
 

第８ 提案者への通知 
市長は、法第４０条に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必

要がないと判断した時は、都市計画の決定等の提案に関する通知書（様式７）により、

提案者に通知する。 
 
第９ 庶務 

計画提案に関する庶務は、都市計画課が行う。 
 

   附 則 
 この要綱は、決定の日から施行する。 
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（様式１） 

事前協議書 
 年  月  日 

 １ 提案者 

提 案 者 

氏 名 
（法人又は団体の場合は名称及び代表者氏名） 
 

住 所 
（法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地） 
〒 
 

連絡先  

２ 提案する区域 

区 域 
所在地 

 
 

面積等 
     ㎡（少数第３位以下切捨て） 
土地所有者等の数（概数でも可）   人 

現在の 
都市計画 
の状況 

用途地域  

建ぺい率      ％ 容積率      ％ 

地区計画等 
の有無 

 
 
 

都市施設 
の状況 

 
 
 

その他の 
建築制限 
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３ 建築する建築物等の概要等 

事業の目的 

 
 
 
 
 
 

建築する 
建築物等の

概要 

敷地面積  延べ面積  

建築面積  高さ  

その他  

事業区域 
周辺の特性 
のまとめ 
及び分析 

 
 
 
 
 
 

建築物等の 
機能配置 

 
 
 
 
 
 
 

景観形成 
の方針 

 
 
 
 
 
 
 
 

その他 
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（様式２）  
 

都市計画提案書 

 
 
京都市長 様        

 
 

都市再生特別措置法第３７条の規定に基づき、下記のとおり都市計画の決定又は変更に

ついて提案します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    年  月  日 
 
                提案者 

                   氏 名                 
                     （法人又は団体の場合は名称及び代表者氏名） 

 
住 所                 

                     （法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地） 
 
                    連絡先                  
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提案する区域に関する内容 

名    称 
 
 
 

位    置 

 
 
 
 
 

提 案 面 積        ㎡（少数第３位以下切捨て） 
筆数（     筆）、土地所有者数（     人） 

提 案 理 由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提 案 の 内 容 
（都市計画の種類 

及び内容） 
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現在の都市計画の状況 

参 

考 

事 

項 

用 途 地 域 
 
 
 

建 ぺ い 率 % 容 積 率 % 

地区計画等の 
有無 

 
 
 

都市施設の状況 

 
 
 
 

都市計画法以外

の規制の状況 

 
 
 
 
 

 
土地所有者等の同意状況 

項  目 区域内総権利数 同意権利者数 割合（％） 

土
地
所
有
者
等
の
権
利
数 

所有権  
 

 B/A×100= 
 
 
 
 
 
 
（少数第３位以下切捨て） 

借地権  
 

 

その他  
 

 

合 計 A 
 

B 

項  目 総地積（㎡） 同意地積（㎡） 割合（％） 

地
積 

所有権  
 

 
 

D / C×10 0 = 
 
 
 
 
 
 
（少数第３位以下切捨て） 

借地権  
 

 
 

その他  
 

 
 

合 計 C 
 

D 
 

備   考 
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提案区域内の住民への周知状況 
提案区域内の住民への周知方法（□にチェックを入れてください。） 
 

□チラシ配布   □説明会  □個別訪問   □その他（      ） 
 
 日 時     年  月  日   ：  ～ 
         年  月  日   ：  ～ 

年  月  日   ：  ～ 
具体的な内容 
 
 
 
 
 
出された意見 
〇賛成意見 
 
 
 
 
 
 
〇反対意見 
 
 
 
 
 
 
〇その他の意見 
 
 
 
 
 
※説明会等への参加者名簿及び使用した資料一式を添付してください。
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土地所有者等の同意状況一覧表         （様式３） 

整理 
番号 

所 有 権 同
意
書 

地上権・借地権 同
意
書 権利の所在地 土地所有者名 地積 

(㎡) 持分 家屋番号等 権利者名 地積 
(㎡) 持分 

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

小
計 

 
 

      名  ㎡  件        名  ㎡  件 

合
計 

 
 

  名  ㎡  件        名  ㎡  件 

※ 当該土地の権利者が複数の場合、権利者ごとに同じ整理番号に枝番を付け、権利者が複数いることを明記すること。 
※ 土地についての所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは借地権の権利を持った者について明記すること。 
※ 計画提案の区域外にある土地の面積等は含めないこと。 
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（様式４） 

同 意 書 
 

（計画提案の名称） 
 
 
 上記の計画提案の内容について同意します。 
 

  年  月  日   
 
  

同意者の住所 
（法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地） 

同意者の氏名 
（ 法 人 又 は 団 体 の 場 合 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名 ） 

 （自筆による署名）※１ 
 

 

 
計画提案の区域内の土地の権利内容及び所在地※２ 

権利内容※３ 地名・地番 
  

  

  

  

  

  

※１ 同意者の氏名欄は、同意者が自筆により署名すること。なお、自筆による署名が難しい場合

は、記名のうえ、本人確認書類（写）を添付してください。 
    本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等 

 法人又は団体の場合は、代表者印を記名押印のうえ、印鑑登録証明書等を添付してください。 
※２ 表の最後には「以下余白」と記入すること。 
※３ 権利内容の欄には、所有権、地上権又は賃借権のいずれかを記入すること。 

 



14 
 

（様式５） 
 
 

周辺住民等への説明の経緯に関する資料 
 
 
１ 説明会等開催状況 

開 催 回 １回目 ２回目 

開 催 年 月 日   年  月  日 
：  ～  ： 

  年  月  日 
：  ～  ： 

開 催 場 所 
 
 
 

 
 
 

参 加 人 数 
 
            人 
 

 
             人 
 

説明会周知方法 
 
 
 

 
 
 

説明会周知範囲 
 
 
 

 
 
 

  ※ 説明会の参加者名簿及び使用した資料一式を添付してください。 
 
 
２ 参加者からの主な意見及び質問の内容 
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（様式６） 

 
都市計画決定等の提案取下書 

 
 
京都市長 様        
 

 
               提案者 

                   氏 名                 
                     （法人又は団体の場合は名称及び代表者氏名） 

 
住 所                 

                     （法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地）  
 
 

都市再生特別措置法第３７条の規定に基づく下記の都市計画提案書を取り下げます。 
 
  

記 
 
 

１ 都市計画提案書の提出年月日 
 
 
２ 計画提案の名称 
 
 
３ 計画提案の内容 
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 （様式７） 

       第    号 
  年  月  日 

 
申請者 

 
 
                          京都市長  
 
 
 

都市計画の決定等の提案に関する通知書 
 
 

都市再生特別措置法第３７条第１項に基づき、  年  月  日付けで提案のあった件について、

（下記の理由により）都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したので通知します。 
 
 

記 
 
 
 （理  由） 
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（都市再生特別措置法施行規則第 7 条関係 様式第５） 

都市再生事業に関する計画書 
 
１ 事業の名称 

 

 

 

２ 事業の目的 

 

 

 

 

３ 事業区域 

 （１） 位置 

 （２） 面積             ㎡ 

 

４ 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 

 （１） 建築物の建築面積等 

建築物 
番号 

階数 
高さ 

（ｍ） 
建築面積 
（㎡） 

延べ面積 
（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

延べ面積の
敷地面積に
対する割合 

建築面積の
敷地面積に
対する割合 

        

        

        

合計        

   注１ 「建築物番号」の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図において建築物ごとに付した番号を記入
してください。 

    ２ 「階数」の欄には、「地上○階」と記載し、地階がある場合には「地下○階、地上○階」と記載してください。 

 

 （２） 建築物の構造方法、設備及び用途 

[建築物番号] 

[構造方法] 

[設備] 

[用途] 

注１ すべての建築する建築物について建築物ごとに作成してください。 
２ [構造方法]の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 
３ [設備]の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 
４ [用途]の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 
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（都市再生特別措置法施行規則第 7 条関係 様式第５） 
 

５ 公共施設の種類及び規模 

[公共施設番号] 

[公共施設の種類] 

[公共施設の規模] 

注１ [公共施設番号]の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図において公共施設ごとに付した番号を記
入してください。 

    ２ すべての整備する公共施設について、公共施設ごとに作成してください。 
３ [公共施設の規模]の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 

 

６ 工事着手の時期及び事業施行期間 

[事業の着手の予定年月日]         年  月  日 

[事業の完了の予定年月日]          年  月  日 

  

７ 資金計画 

 内 訳 金      額(百万円) 

支出 用 地 費 

除 却 費 

整 地 費 

建 築 費 

事 務 費 

借入金利息 

○ ○ ○ 

 

計  

収入 自 己 資 金 

借 入 金 

（借入先） 

○ ○ ○ 

 

計  
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（都市再生特別措置法施行規則第 7 条関係 様式第５－２） 

関連公共公益施設整備事業に関する計画書 
 
１ 関連公共公益施設整備事業の名称 

 

 

 

２ 関連公共公益施設整備事業の目的 

 

 

 

３ 関連公共公益施設整備事業の事業区域 

 （１） 位置 

 （２） 面積             ㎡ 

 

４ 関連公共公益施設整備事業の概要 

 

 

 

５ 工事着手の時期及び事業施行期間 

[事業の着手の予定年月日]         年  月  日 

[事業の完了の予定年月日]          年  月  日 

 

６ 資金計画 

 内 訳 金      額(百万円) 

支出 用 地 費 

除 却 費 

整 地 費 

建 築 費 

事 務 費 

借入金利息 

○ ○ ○ 

 

計  

収入 自 己 資 金 

借 入 金 

（借入先） 

○ ○ ○ 

 

計  
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（都市再生特別措置法施行規則第 7 条関係 様式第５－２） 
 

７ 関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業の名称 
 
 
８ 当該都市再生事業の目的 
 
 
９ 当該都市再生事業の事業区域 

 （１） 位置 

 （２） 面積             ㎡ 

 

１０ 当該都市再生事業の概要 
 （１） 建築物の建築面積等 

建築物 
番号 

階数 
高さ 

（ｍ） 
建築面積 
（㎡） 

延べ面積 
（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

延べ面積の
敷地面積に
対する割合 

建築面積の
敷地面積に
対する割合 

        

        

        

合計        

   注１ 「建築物番号」の欄には、添付する当該都市再生事業の事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図にお
いて建築物ごとに付した番号を記入してください。 

    ２ 「階数」の欄には、「地上○階」と記載し、地階がある場合には「地下○階、地上○階」と記載してください。 

 

 （２） 建築物の構造方法、設備及び用途 

[建築物番号] 

[構造方法] 

[設備] 

[用途] 

注１ すべての都市再生事業に係る建築物について建築物ごとに作成してください。 
２ [構造方法]の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 
３ [設備]の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 
４ [用途]の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 

 

１１ 当該都市再生事業に係る公共施設の種類及び規模 

[公共施設番号] 

[公共施設の種類] 

[公共施設の規模] 

注１ [公共施設番号]の欄には、添付する当該都市再生事業の事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図にお
いて公共施設ごとに付した番号を記入してください。 

    ２ すべての都市再生事業に係る公共施設について、公共施設ごとに作成してください。 
３ [公共施設の規模]の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 

 


